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第12回投資等ワーキング・グループ 

議事概要 

１．日時：平成31年３月27日（水）13:00～14:56 

２．場所：合同庁舎４号館12階共用1214特別会議室 

３．出席者： 

（委 員）原英史（座長） 

（専門委員）村上文洋 

（政 府）中村内閣府審議官 

（事務局）窪田規制改革推進室次長、林規制改革推進室次長 

小見山参事官、小室参事官 

（ヒアリング）

総務省地域力創造グループ地域情報政策室長 稲原 浩

総務省情報流通行政局情報通信作品振興課長 渋谷闘志彦

総務省情報流通行政局放送制作課長 湯本博信 

総務省大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 奈良俊哉 

総務省情報流通行政局放送技術課長 栁島 智 

総務省情報流通行政局地上放送課長 三田一博 

文化庁著作権課長 水田 功 

（一社）日本レコード協会常務理事 高杉健二 

（公社）日本芸能実演家団体協議会常務理事 椎名和夫 

（一社）日本音楽事業者協会専務理事 中井秀範 

（一社）日本音楽制作者連盟常務理事 金井文幸 

４．議題： 

（開会） 

議題１：地方自治体の保有するデータの活用（フォローアップ） 

議題２：放送を巡る規制改革（フォローアップ） 

（閉会） 

５．議事概要： 

○小室参事官 それでは、皆さんおそろいになりましたので、始めたいと思います。

それでは、「規制改革推進会議投資等ワーキング・グループ」を開催いたします。

委員の皆様方におかれましては、御多用中、御出席いただき、まことにありがとうござ

います。 
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 本日は、所用により森下座長代理、飯田委員、八代委員、角川専門委員が御欠席です。 

 それでは、ここからの進行は原座長にお願いいたします。 

○原座長 本日の議題１は「地方自治体の保有するデータの活用（フォローアップ）」で

す。本件については、昨年９月、規制改革実施計画に基づいて総務省さんから工程につい

ての説明をいただきました。30年度上期までに工程の明確化をする。また、30年度中に立

法措置のあり方について検討、結論を得て、31年度中に措置という実施計画になっていた

わけです。昨年９月の時点で工程が必ずしも明確になっていないのではないかという御指

摘をし、この年度末で立法措置のあり方についての検討、結論を出していただくタイミン

グを迎えているわけでございます。 

 その後、総務省さんの有識者検討会で中間取りまとめの検討が進められていると承知し

ておりますので、まず総務省さんからお話をいただきたいと思います。 

○総務省（稲原室長） 資料１に基づいて御説明をしたいと存じます。 

 １ページ目でございます。今、原座長のほうからございましたとおり、規制改革実施計

画におきまして、地方自治体の保有するデータの活用ということで、自治体の個人情報を

非識別加工していくことについてでございます。この実施計画の中において「その活用事

例の整理を行うとともに、現行の地方における活用ルールの実効性を検証し、その結果を

踏まえ、立法措置（作成組織の整備を含む。）の在り方について、具体的な論点を整理し、

結論を得る」ということについて、実施時期、平成30年度に立法措置のあり方について検

討、結論としていたところでございます。 

 このため、２ページ目ですが、総務省におきまして「地方公共団体の非識別加工情報の

作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会」を立ち上げていたところでご

ざいます。 

 (１)の趣旨は重複しますので飛ばしますが、規制改革実施計画の内容等を踏まえ、地方

公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みのあり方について検討する

ために開催したところでございます。途中、座長の交代がございましたが、(２)にあるよ

うな構成員で、村上構成員にも入っていただいていたところでございます。 

 若干、前後いたしますが、４ページ目をごらんいただきたいと思います。図示していま

すが、そもそもこの作成組織の検討をする前に、地方公共団体の非識別加工情報の作成に

ついては条例で整備するということで、総務省から各地方公共団体に助言していたところ

です。 

 ただ、その場合、例えば情報の利用者の側の利便性や、各地方公共団体にとっての負担

については解消できないのではないかという問題意識、御議論があって、各団体が条例改

正をして、それぞれ事業者のほうから各団体に対して提案、提供し、さらに効率的に非識

別加工情報の作成・提供を行うという観点から、地方公共団体とは別の組織である作成組

織を考えて、そこで非識別加工情報を作成、提供することが適当ではないかということで

検討を進めてきたところでございます。具体的には、作成組織を国による認定に係らしめ
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まして、その際、非識別加工情報の仕組みの導入のための各団体の条例改正は不要という

前提で検討を進めてきているところでございます。 

 ３ページ目にお戻りいただきまして、検討の状況でございます。８月の立ち上げ以降、

今月15日に中間取りまとめ案を御審議いただいておりますが、全７回検討をしてきている

ところでございます。各回においてそれぞれ個別のテーマを設けて議論を重ねてきている

ところでございます。 

 例えば作成組織における加工基準をどうするのか、個人情報の範囲といったような観点、

地方公共団体のほうから個人情報は円滑に提供いただく必要がありますので、そういった

論点でございます。それが第２回でございます。 

 また、作成組織は個人情報を扱うことになりますので、適切なセキュリティー基準が必

要ですが、そういったものとか、作成組織の認定、国の関与のあり方についてが第３回で

す。 

 第４回におきましては、個人情報のデータ形式や、作成組織における非識別加工情報の

提供と各団体の条例における非識別加工情報の関係といったような基礎の関係を整理して

おります。それから、一度、非識別加工情報として作成したものについて二次流通をどう

するのかといった問題を整理しております。作成組織と作成組織に対して情報提供する地

方公共団体との関係も整理いたしております。 

 第５回では、そもそも情報の活用目的についてどういう範疇があり得るのかということ

を議論していただいたところでございます。それから、個人情報を自治体から作成組織に

提供する際に生のままで出すことについてはセキュリティーリスクも生じるかもしれない

ということで、一定の加工をする必要があるのではないかという御議論をいただいたとこ

ろでございます。 

 第６回については、それまでの議論の取りまとめ、地方三団体、この場合、知事会は間

に合わなかったのですが、市長会、町村会側からのヒアリング、それから、事業採算性等

に関するワーキング・グループを設置しております。 

 中間取りまとめ案を第７回の３月15日に御審議いただいたところでございます。 

 ５ページ目をごらんいただければと思います。今、申し上げた論点についてこの有識者

検討会で御議論いただいてきたところでございます。３月15日の検討会の議論を踏まえ、

現在、整理中ということでございます。 

 作成組織につきましては、今回、整理した法制的な論点に加えまして、事業採算性等の

実効性を検証して、その結果を踏まえ、必要な措置を講じる必要があると考えておりまし

て、現在、先ほど申し上げました作成組織における事業採算性等に関するワーキング・グ

ループを立ち上げ、検討を開始しているところでございます。 

 今後のワーキング・グループの検討結果を踏まえまして、中間取りまとめの内容に関す

る具体的な措置について引き続き検討を行いたいと考えております。ワーキング・グルー

プについては後ほど御説明させていただきたいと思います。 
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 ６ページ目にお進みいただきたいと思います。作成組織の機能といいますか、実際の非

識別加工情報の提供までの流れを詳しくまとめているものでございます。①から⑦まで下

の図と四角の中の番号は符合しておりますので、その順に沿って端的に御説明申し上げた

いと思います。 

 まず、①ですが、どんな情報が非識別加工情報の加工に供されるのかということについ

て、地方公共団体は個人情報ファイルに記録されるデータ項目等について公表いただくと

考えております。例えば、第三者の権利利益侵害のおそれがある個人情報や、事務事業遂

行への支障のおそれといったものについては公表の対象外としているところでございます。 

 ②ですが、その公表されたデータ項目を見た利活用事業者等については、この作成組織

に対して提案を行うということで考えております。当然、事実上の行為として事前問い合

わせ等あろうかと思いますが、法定な手続で御説明すると提案行為が次に来るということ

で申し上げております。 

 ③の作成組織については提案の内容を審査いたします。利用目的の内容等を審査すると

いうことでございます。 

 その審査の後に④として作成組織からＡ市のほうに出ている矢印ですが、地方公共団体

に対してこの提案に対応する個人情報の提供を要請するということであります。あわせて、

どんな事業者が求めてきているのか、どんな目的で非識別加工情報を使うのか、加工の方

法はどういう方法を考えているのかを④で地方公共団体にも伝えるということで考えてお

ります。 

 ⑤ですが、その上で、地方公共団体は、該当する情報について一定の加工、これは余り

過度な負担になりますと、作成組織の機能との調整も、どちらが加工するのかということ

にもなりかねませんので、例えば単純に氏名を削除する、そういった端的にできる加工を

やっていただいた上で、作成組織に提供する。つまり、この段階では非識別加工が行われ

ているということではございませんが、一定のリスクが減少するということでございます。 

 その情報を受け取った作成組織は、⑥ですが、非識別加工情報を作成します。地方公共

団体から提供を受けた個人情報ファイルごとに匿名加工を実施していくということでござ

います。 

 ⑦ですが、利活用事業者等に対して非識別加工情報を提供して、この利活用事業者が、

提供いただいた非識別加工情報を使って事業の用に供していくということでございます。

ただ、作成組織と利活用事業者の間の契約において非識別加工情報の二次流通の制限や適

正な利用を確保していく必要があると考えております。 

 このような形で中間取りまとめの内容を整理しつつあるところでございます。 

 ７ページ目をごらんいただきたいと思います。先ほど申し上げた事業採算性等について

のワーキング・グループでございます。こちらにつきましては、前提としては中間取りま

とめ、６ページ目で説明いたしました作成組織という仕組みを前提として、作成組織にお

いて想定される業務内容等について具体的に検討するために議論を開始しております。 
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 具体的に何を議論していくかということでございますが、事業採算性ですので、コスト

面を中心に整理したいと考えております。例えば初期投資のコストとして、この作成組織

が求められるネットワーク環境の整備やデータセンターの確保、事業運営体制の立ち上げ

に係る費用など、そういったものを費用の項目、内容について整理したいと考えておりま

す。 

 それから、事業を行っていく上でのランニングコスト、例えば提案窓口の運営や苦情処

理、そういった事業運営上必要となる経費、自治体からのデータ抽出といった経費、匿名

加工など非識別加工情報の作成に必要となる経費、メーンの経費の一つかもしれませんが、

そういったものの経費項目について検討しようとしております。 

 ３月１日にワーキング・グループを立ち上げておりまして、来週、第２回目を予定いた

しております。構成員については、有識者検討会の構成員である佐藤一郎国立情報学研究

所副所長に主査をお願いしておりまして、ごらんいただいているような方々をメンバーと

して議論を重ねていくことといたしております。 

 最後、８ページ目をごらんいただきたいと思います。想定される活用事例でございます。

こちらにつきましては、実施計画でも書いておりましたように、活用事例の整理を行うと

いうことで書いております。平成29年度の検討会でも一定の活用事例を整理したところで

ございますが、30年度の検討会においても総務省で幾つかの想定されるケースを出してみ

たのがここに書いてあるようなものでございます。 

 それぞれ地方公共団体が保有する個人情報をベースとして、あくまでも想定されるとい

うことではありますが、ごらんいただいているような保育行政、畜犬管理、農政、公営住

宅についてはその住宅の情報を受けて、例えばコンビニエンスストア、スーパーマーケッ

トといった商業者に対する提供、介護につきましては、福祉タクシーのルート設定、そう

いったものに供することができるのではないか、健康診断情報については医療品メーカー

の利用に供することができるのではないかというような事例を出しているところでござい

ます。こちらについては、実際問題、民間事業者における匿名加工や国の府省における非

識別加工情報の状況なども踏まえる必要があろうかと思っておりますし、これだけのもの

なのか、もう少しあるのではないかといったような御指摘もいただいていたところでござ

いますが、今回の検討会の参考資料として追って公表したいと考えているところでござい

ます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○原座長 ありがとうございます。 

 一点、よく理解できなかったところだけ先に伺いたいのですが、６ページのデータの加

工の流れです。⑤の地方公共団体による一定の加工と⑥の作成組織による非識別加工情報

への転換とはどう違うのでしょうか。なぜ地方公共団体で加工が必要なのでしょうか。 

○総務省（稲原室長） ⑤の加工は、非識別加工情報のための加工ではなくて、個人情報

ファイルを当然きちっとした形で作成組織にお渡しするのですが、仮に名前だけを落とす
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ようなことができるのであれば、万が一漏えいした場合のリスクはその分、低減するとい

うことを考えた場合に、一定程度の加工を地方自治体のほうでやってもらったほうがいい

だろうということの意味での加工です。国のほうで加工基準を決めておりまして、その加

工基準を私どもも採用することにしていますが、それに基づく加工というのは、座長がお

っしゃったところで言うと⑥でやることになります。したがって、⑤については、あくま

でも情報提供の際のリスクを低減させる意味での一定の加工ということでありますので、

本質的な意味での非識別加工を行うのは⑥となります。 

○原座長 それはお名前ぐらいですか。 

○総務省（稲原室長） そこは、より精緻に議論する必要があると思っていますが、余り

負担をかけると今度は地方公共団体のほうから、できないとか、判断基準が難しいとどう

したらいいのかということになります。そうなると制度自体がここでストップしてしまう

ので、なるべく明確な加工基準、加工方法を示してあげる必要があるだろうと思っており

ます。その一例としては名前を削るというのが一番簡単というか、削除するだけですので、

よろしいかと思うので事例として挙げたのですが、別にあるのかないのかというのは引き

続き検討事項かと思っております。 

○原座長 ありがとうございました。 

 全般に村上さんは総務省での御検討にもかかわっていらっしゃったので、その観点での

コメント、御意見、御質問をお願いします。 

○村上専門委員 御説明、どうもありがとうございます。また、これまでの取りまとめ、

御苦労さまでした。 

 今、御説明にもありましたが、４ページを見ていただくと、従来ですと、1788自治体そ

れぞれに対して事業者は提案をして情報を受けなければいけない。1788通りの条例ができ

るおそれがあるということから、この投資等ワーキングでその点を御指摘して、今回の検

討に着手していただいて、下のように真ん中に集約する作成組織を設けることで、提案す

る事業者にとっても、情報提供する自治体にとっても、お互いに効率化や利便性向上を図

れる方向に向いたというのは非常によいと思います。 

 その上で、今、検討中というお話がありましたが、一つは、事業採算性についてはまだ

これから明らかにすべき点があると思いますので、そこはワーキングでの議論をまって最

終取りまとめに盛り込まれることと思っています。その際に、第６回で、地方三団体、知

事会、市長会、町村会から、とにかく自治体の負担がふえないような配慮をしてほしいと

いう要望もありましたので、その辺も考慮しつつ、あとは、先行する国とか、医療データ

などの検討を踏まえながら、どうやって事業採算性を確保するようにしていくか、今後検

討することが結構重要と思っています。 

 もう一点が、同じ４ページの下の絵だけがぽんと出ると、住民や一部の自治体において

は、何でこの作成組織に自治体は個人情報を提供しなければいけないのかということを思

われる懸念があります。本来は、民間事業者間の取引、国と民間、あと医療情報に関する
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取引というふうに流れが来て、それが次に自治体に広がっていったのだということで、自

治体は、要望があれば匿名加工して事業者に情報提供するというのはある程度大きな枠で

決まっている。それを効率化するためにこの作成組織が真ん中にできたのだということを

丁寧に説明していかないと、勘違いによって余分な誤解を招くおそれがありますので、自

治体や住民の方に今後説明する段階になったときには、丁寧な説明が必要と思っています。 

 あとは、先ほど稲原さんから御説明がありましたように、細かい点、加工の方法、契約

の方法など、まだ検討課題は残っていますので、そのあたりは引き続き詰めていく必要が

あると思いますが、一番大きいのは、この作成組織が本当に事業として成り立つのか、手

を挙げる人がいるのか、実際ここに事業者が提案してくるのかというような、制度をつく

ったけれども、使われないということのないような取り組みが今後は重要になると思いま

す。 

 以上です。 

○原座長 作成組織はどんなところが想定されているのですか。 

○総務省（稲原室長） 現段階では予断をもって申し上げることは難しいのですが、デー

タを加工することになりますので、一定程度の技術力、セキュリティー基準が必要になっ

てまいります。先行する事例で、医療情報の次世代医療基盤法での枠組みを見ていただけ

ればわかりますが、医師会としてはセキュリティー基準をクリアした団体が国の認定を受

けていくということになりますので、やはりそういう技術的な要件のところもある程度必

要になるのではないかと思っております。そういうデータを取り扱いながらセキュリティ

ーが具備されているといったところが結果的には適格になるのではないかと思っておりま

す。 

○原座長 作成組織は幾つぐらいできるのか。地域ごとになるのか、競争関係になるのか、

それはどんなイメージがなされているのでしょうか。 

○総務省（稲原室長） そちらも結局、事業立ち上げ時では複数たくさん出てくるという

のは想定できないのではないかと思っております。当然、採算性がないと、先ほど村上専

門委員のほうからもありましたように、ビジネスチャンスをどれほど見るかということに

もなってくるので、最初は当然、様子見というところもあるので、一気に参入してくると

いうところはないのではないかと思っております。また、複数のところがあると、逆に言

うと、利活用事業者のほうはどこを選ぶのかということも出てきてしまうので、その辺の

利活用サイドのニーズなども踏まえた上での事業進出になるのではないかと思っています。 

○原座長 むしろ村上さんに伺いたいのですが、どういう作成組織が出てくるのが一番機

能するのでしょうか。 

○村上専門委員 恐らく単純に作成組織単体でビジネスをやろうと思っても、初期の段階

は手を挙げにくいのかなと思います。考えられる例としては、既に自治体の個人情報を扱

っているところ、例えば基幹系システムの構築・運用を既に請け負っているベンダーとか、

そういうところが既存業務の派生系として作成組織のような業務もあわせて請け負うと、
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一から進出するよりは最初の事業立ち上げのときの負担や市町村との関係構築は軽くなる

のかなと思います。ただ、そこはまだそういったところにお話を伺っているわけではない

ので、想定としてはあるのかなと思います。そういうのが広がって、このデータを扱うこ

とのメリットが認知されると、もうちょっといろんなところが出てくるかもしれない。 

○原座長 わかりました。 

 この作成組織の事業採算性が確保されるようなモデルがきっちりと組み立てられるよう

に、ここで過剰にコストがかかって機能しないようなことになってもいけないと思います

ので、そこはぜひこのワーキング・グループで引き続きしっかりと御検討いただけるとよ

ろしいかと思います。 

 ４ページを見ていて、もう一点だけ、細かい質問なのですが、緑色の枠の中で非識別加

工情報の作成・提供に関して「地方公共団体毎に」とわざわざ書かれているのは何か意味

があるのですか。 

○総務省（稲原室長） これは、ざっくり書いているのですが、６ページでごらんいただ

きたいと思います。具体的に言うと、⑥の先ほど座長から御質問いただいたところで、加

工としては、ここに書いてあるように非識別加工情報を作成するのですが、右側のＡ市か

ら提供を受けた個人情報ファイルごとに匿名加工を実施ということになりますので、これ

にまたＢ市がふえたらＢ市のものを別途加工するという意味で、４ページ目については地

方公共団体ごとに作成ということを書いております。いずれにしても作成するのはこの作

成組織でありますので、そういう意味で書いておりました。 

○原座長 わかりました。 

 Ａ市とＢ市が出てきたときに、でき上がりの成果物の非識別加工情報は共通的なフォー

マットで共通して利用できるものになると考えてよろしいですか。 

○総務省（稲原室長） 非識別の加工については、ある意味、利用者のほうは加工方法も

指定しますので、そこは利用者にとってみて使い勝手がいい形の提案を受けてくるという

ことになろうと思います。他方で、必ずしも利用者が思っているようなデータ項目でない

場合もあるかもしれませんので、そこは６ページの①のデータ項目等の公表というものを

踏まえて、逆に言うと利活用事業者のほうから提案いただくということになると考えてい

ます。 

○原座長 確認ですが、全国の自治体が持っているようなさまざまなデータに関して共通

的に利活用したいという事業者がいて、大変な手間を要することなくこういったデータが

欲しいという項目を指定して作成組織に提案すれば、そういったものが得られると考えて

よろしいですか。 

○総務省（稲原室長） 基本的にそのようにお考えいただいて結構です。ただ、先ほど村

上専門委員もおっしゃったのですが、データベースの構造が自治体によって、言い方は別

ですけれども、ベンダーによって若干違っている部分もあります。そういう差異はありま

すが、基本的には欲しい情報は提案いただけますし、全国のどの地方公共団体に対しても
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提案することができるという姿を目指しておりますので、座長がおっしゃったような方向

で検討することになると思っております。 

○原座長 わかりました。 

 もう一点、スケジュールです。法制上の措置も必要になるのかと思いますが、今後のス

ケジュールを教えてください。 

○総務省（稲原室長） スケジュールですが、今、中間取りまとめの案を御説明させてい

ただいたところでございます。こちらについては、幾つか法制上の検討課題が最終段階の

第７回でも出されているところでございます。 

 具体的に言うと、第三者に対して意見書の提出の機会を付与するというような、これは

行政機関個人情報保護法や、今、総務省がそれに基づいて条例で導入するときに助言でも

言っていますが、実際に提供する場合、個人情報の該当する方々にこれを出していいかと

いう、情報公開法制の思想を引き継いで入れている制度がありますが、それについて本当

にこの制度を入れるのかどうなのか、よく考えたほうがいいのではないのかという意見を

いただいています。つまりは、そんなことを一々やっていたら、今、座長が言われたよう

に、全国共通で出るのかどうなのかというような意見が出されています。きょうは時間も

ありませんが、別添でつけている中にも両論書いてありますけれども、最終回のときも相

当な議論になっています。 

 そういったところの問題とか、あとは認定基準、それから先ほど言ったような安全管理

措置、そういったものの詳細についても法制的な検討を加える必要があるだろうと思って

おります。その上で、作成組織の事業採算性の検証結果も踏まえて、具体的には昨年６月

に実施計画のほうで書いてあります必要な措置を講ずるというふうに進めていきたいと考

えております。 

○原座長 立法措置はいつになりますか。 

○総務省（稲原室長） 31年に必要な措置ということで閣議決定をいたして、31年度に必

要な措置ということを書いておりますので、その中で考えていくことになろうかと思って

おります。 

○原座長 秋か、来年のこの時期の国会かと考えたらよろしいでしょうか。 

○総務省（稲原室長） そこも含めて、閣議決定以上のことは申し上げられないのですが、

いずれにしても閣議決定の内容を踏まえて必要な準備を進めていかなければいけないと思

っております。ただ、先ほども座長がおっしゃっていただいたように、採算性がとれない

ようなものをつくるなという面、変えて言えば事業採算性がどの程度確保できるのかとい

った点や、第三者意見の付与といったところについて、具体的に言えば法制作業というこ

とですが、なかなか困難な局面が出てきた場合や、あとは与党や自治体の意見調整が整わ

ないといった場合はまたちょっと違う局面が出てくるのかなと思っております。現時点で

は昨年の閣議決定に基づいて必要な措置を講ずるということで作業は進めていきたいと思

っております。 
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○原座長 昨年６月に31年度措置と書いてありますので、これが違う局面にはならないよ

うにしてほしいのです。まず、31年度に措置をしていただくことはもちろんやっていただ

くとして、その上で、さらにできる限りスピーディーにやっていただきたいと考えていま

す。これは昨年６月の閣議決定に至る議論でも再三申し上げてきたとおりです。 

 私たちは今、この会議で並行して、例えば教育の未来に関する議論もやっていますが、

教育の分野でもデータの活用、自治体ごとにいろんなデータが保有されていて使いづらい

という議論がございます。これも早急に解決していかないといろいろな議論が全部つなが

っていて、ここがひっかかってなかなか進まないという状態になっているように思ってお

りますので、ぜひスピーディーにやっていただきたいということを改めて申し上げておき

たいと思います。 

○総務省（稲原室長） スピーディーにというのは昨年来おっしゃっていただいています

ので、そのつもりで急ピッチでここまで詰めてきて、去年の今の時点から比べると随分具

体的になってきたと思っております。 

 ただ、これは御理解いただきたいのですが、先ほど言ったような種々の乗り越えられな

いような課題が出てきた場合には、まとめたくても法案として取りまとめるのが困難な状

況が生じ得る可能性は残されているということは御理解いただきたいと思っております。 

○原座長 幾つかの課題があることはそうなのだろうと思いますが、少なくとも私たちが

ずっと課題にしてきたように、自治体ごとに持っているデータを一々条例を改正するので

はなく活用できる状態をつくっていただきたいということ、これはやっていただきたいの

です。検討した結果、やはりできませんでしたということにはならないようにしていただ

きたいと思っています。 

○総務省（稲原室長） 条例でやらずに作成組織でやるという方向性は既に出しておりま

すので、その点が可逆になることはないと思っております。この中間取りまとめの方向性

でなお引き続き検討を進めていきたいと思っております。 

○原座長 事務局から何か確認しておくところはございますか。よろしいですか。 

 では、引き続き、ぜひスピーディーに、綿密に進めていただければと思います。よろし

くお願いします。 

（総務省退室） 

（総務省、文化庁、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、日本音楽事業者協

会、日本音楽制作者連盟入室） 

○原座長 では、続きまして、議題２「放送を巡る規制改革（フォローアップ）」に移り

ます。 

 本件は、放送コンテンツに係る円滑な著作権処理の推進や放送事業者の経営ガバナンス

の確保などを含む第３次答申を提言いたしており、その後、閣議決定がなされています。 

 こうした状況を踏まえて、本日は、まず、著作権処理に関してですが、日本芸能実演家

団体協議会様、日本音楽事業者協会様、日本音楽制作者連盟様、レコード協会様にお越し
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いただいております。お忙しい中、まことにありがとうございます。 

 まず、御説明をいただいて、その後まとめて質疑応答をさせていただきたいと思います。 

 では初めに、芸団協様、音事協様、音制連様からお願いいたします。 

○日本芸能実演家団体協議会（椎名常務理事） 本日は、こういう機会を頂戴しまして、

ありがとうございます。 

 資料２－１を使いまして御説明したいと思います。 

 まず、問題認識としては、放送の同時配信に関する著作権法上の課題ということで、何

年か前から、主に音楽に関するもの、映像実演に関するものということで議論がされてき

たと思います。３次答申もそういう形での問題意識を持ったものと思いますが、本日お伝

えしたいことということで、まずは私のほうから、音楽、レコードに限ってその権利処理

をめぐる問題ということでお話をさせていただいた後に、音事協の中井専務から映像に関

するお話もさせていただきたいと思います。 

 お伝えしたいことでございますが、放送番組のネット同時配信の問題を含めて、インタ

ーネットの活用に関連して著作権法上の課題ということがしばしば指摘されるのですけれ

ども、これに関しては、レコードの「公衆への伝達」に係る著作権制度が国際標準と大幅

に異なっているところに起因するという考え方をとっております。 

 同時配信に係る著作権等処理の円滑化推進のためにも、レコードの「公衆への伝達」に

係る権利とその集中管理のあり方について、諸外国の例も参考にしながら、全面的な見直

しを行うべきと考えております。これは、私ども実演家のみならず、著作権法関連の有識

者の先生方もしばしば指摘されていることでございまして、学会等でもしばしば取り上げ

られている問題でございます。 

 国際条約はどうなっているかということですが、WPPTにおけるレコードの「公衆への伝

達」についてということで、第15条に放送及び公衆への伝達に関する報酬請求権というこ

とで「実演家及びレコード製作者は、商業上の目的のために発行されたレコードを放送又

は公衆への伝達のために直接又は間接に利用することについて、単一の衡平な報酬を請求

する権利を享有する」。「公衆への伝達」とは「実演の音を放送以外の媒体により公衆に

送信すること」を言うということで「レコードに固定された音を公衆が聴くことができる

ようにすることを含む」ということです。レコードの有線放送やウエブキャスティング、

店舗等でレコードを聞かせることも全て本条の「公衆への伝達」の一部として理解されて

いるということでございます。 

 レコードの「公衆への伝達」に係る実演家の権利をWPPTと日本を比べた場合がスライド

４でございます。有線放送、それから、ウエブキャスティングと定義されるものでIPマル

チキャストによる同時再送信、今回話題になっているサイマルキャスティング、その他の

ウエブキャスティングということで、オンデマンド型を除く、いわゆるリニア型の配信、

それから、先ほども申し上げました店舗等でのレコード演奏・伝達、これらが全て「公衆

への伝達」の一部と解されているわけですが、WPPTにおきましては、全て報酬請求権が付
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与されているのに対して、我が国におきましては、有線放送は報酬請求権、IPマルチキャ

ストに関しては補償金請求権、サイマルキャスティングとその他ウエブキャスティングに

なりますと許諾権ということになってしまいます。店舗等でのレコード演奏・伝達に関し

ては権利がないという状況でございまして、国際条約や国際水準と整合していないと言え

るのではないか。通信と放送の融合やグローバル化が進展する中でこのような制度の弊害

が顕在化しているのではないかと思います。 

 ウエブキャスティングにおける具体的な問題としては、放送・有線放送であれば指定団

体による管理がされていて、集中管理がされているわけですし、使用可能楽曲についても

制限がない。基本的に、指定団体による権利行使しか認められておりませんので、アウト

サイダーがないということになりますが、サイマルキャスティングにいきますと許諾権に

なりますから著作権等管理事業法に基づく管理が考えられますが、完全な形ではない。な

おかつ、委任されたものしか扱えませんので、当然、管理している楽曲しか扱えない。当

然ながらアウトサイダーが生じると言えると思います。その他のウエブキャスティングに

ついては現状で集中管理の実態は全くないということで、放送で使ってオーケーだったの

に、一旦インターネットに流そうとしたら使えなくなってしまう等々の利用者の方々から

の不満がさまざまに寄せられていると承知しております。 

 それでは海外はどのようになっているかというのが６ページでございます。韓国、フラ

ンス、ドイツ、イギリス、アメリカ、いずれもこういう形で、報酬請求権、あるいは許諾

権を権利制限して報酬請求権で処理をしている。アメリカに関しては強制許諾ということ

で、いずれもウエブキャスティングに関しては報酬請求権で処理されている実態がありま

す。また、集中管理体制におきましても、指定団体、管理団体等々で集中的にアウトサイ

ダーができるだけ生じないような考え方で管理が行われているということでございます。 

 各国さまざまにバラエティーがあるのですが、基本的に言えることは、実演家とレコー

ド製作者の配分比率について、これはどこの国も50対50でその果実を配分するということ

になっておりまして、とりわけフランスに関しましては、法定でその配分比率を決めると

いうことをやっているわけでございます。 

 実は、このレコードの同時配信に関する問題、ウエブキャスティングに関する問題は、

私ども芸団協CPRAとレコード協会さんの間で著作権等管理事業法に基づく集中管理を共同

でやりましょうということで、協議は現在、続行しておりますが、意見の隔たりが大きく

て、ここにありますような海外の状況を実現するところまではまだ合意ができておりませ

ん。むしろ、法律による手当てが有効なのではないかという考え方に基づきまして、きょ

う、このお話をしているということでございます。 

 もう一つの「公衆への伝達」の要素となりますレコード演奏・伝達権に関する状況でご

ざいますが、日本とEUが合意した「日EU経済連携協定（EPA）」では、日本に演奏・伝達権

がないことから、継続協議条項が規定されました。「両締約国は、レコードの利用につい

ての保護に関する国際的な基準の重要性に十分な考慮を払いつつ、公衆に対するあらゆる
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伝達のためのレコードの利用についての十分な保護に関し引き続き討議することに合意す

る」。これは世界145カ国で導入済みです。 

 例えば、パーマ屋さんに行けばiPadやiPhoneで音楽をかけていたりするというようなと

ころにレコード製作者と実演家は全く権利がないということでございまして、ぜひ同時配

信の問題に加えて、「公衆への伝達」という角度からこれを全部見直すことによって円滑

に流れる方策を検討していただきたいというのが私どものお願いでございます。 

 ちなみに、次のページはレコード演奏・伝達に関する海外の状況ということで、これも

やはり実演家とレコード製作者が50対50で果実を分けているという状況がございます。 

 最後になりますが、私ども芸団協CPRAに集う４団体並びに芸団協CPRAが目指す方向性と

いうことでございます。サイマルキャスティング、その他ウエブキャスティング、現状、

許諾権でありますものを何らかの形で報酬請求権化して集中管理する形を整えていただき

たい。もちろん報酬請求権化と一口に言いましても、報酬請求権プラス指定団体の制度な

のか、あるいは強制許諾なのか、いろいろ方法論としては議論があると思いますが、そう

いう形で報酬請求権化して集中管理をするとともに、現在は無権利である店舗等でのレコ

ード演奏については報酬請求権を付与していただきたいということでございます。 

 言わずもがなでございますが、音楽文化の健全な発展のためには、音楽が円滑に利用さ

れ、そこから実演家に適正かつ衡平な対価が支払われる制度を構築することが重要である

と思っております。レコードの「公衆への伝達」に係る権利とその集中管理のあり方につ

いて、利用者、各権利者の意見もよく聞いて全体的な見直しの議論に着手していただきた

いと思っております。 

 私からは以上でございます。続きまして、中井専務のほうから。 

○日本音楽事業者協会（中井専務理事） 本日は、レコード演奏権あるいはレコードに固

定されました実演家の権利ということで同時配信にかかわることがメーンになっておりま

すが、今から１年ほど前、去年の４月下旬ぐらいに、私、ここで映像実演に関する同時配

信の権利処理の問題をお話しさせていただきました。その際に、昨年の資料を見てみたら、

ここ１年ほど総務省さんを中心に検討会を開いてやってきたけれども、結局、何の結論も

出ていないというのが１年前ですので、今に至ると２年間やってきたことが全く実を結ん

でいないという状況でございますので、きょうは一言だけお伝えをしたいと思います。 

 そのときにも申し上げましたように、映像実演の場合は、放送に関するところで一次利

用、配信で二次利用ということになりますので、現行法上、許諾権が働くわけですが、実

際問題、今、ほとんどのドラマなどの番組が見逃し配信を行っている都合上、最初の放送

の許諾をとる段階で見逃しも同時配信もとれば、今の制度でも何ら問題なく運営できると

申し上げました。それもなかなか進まないという状況がまだこの１年ございまして、我々

としては、そういうことをずるずるしているうちに、ことしのうちにNHKで同時配信が始ま

ってしまう。何か時間切れでぐだぐだとなるのも嫌だし、逆に言うと、権利処理が進まな

いのは権利者側の問題みたいなことを言われたりするのも本意ではございません。どうし
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ても放送局側のほうが手間をかけるのが嫌だとか、お金を払うのが嫌だから、一緒くたに

放送と丸めてやってしまえみたいなことが、時間切れでいくのも嫌だし、こちらのほうも

何も決まらないまま許諾権ということで行使して現場をごたつかせるのも本意ではござい

ませんので、音楽のように強制許諾という概念を持ち出してもいいのではないか。これは

かなり譲歩した話ではございます。 

 ただし、強制許諾ということになりますと、報酬請求権ではなくて許諾権を残したまま、

制度的に許諾する、応諾の義務があるということのシステムをつくるには、これはやはり

指定団体なのか、あるいは制度的なものを政府のほうでつくっていただくとか、あるいは

両立を政府のほうで指導していただくとか、政府の汗も流していただきたいと思っており

ます。この１年間、余り大きな動きが結局ございませんでしたので、再びこの場で申し上

げさせていただきました。 

○原座長 ありがとうございます。 

 では、お願いいたします。 

○日本レコード協会（高杉常務理事） レコード協会の高杉でございます。本日、機会を

いただきまして、ありがとうございます。 

 時間が限られておりますので、最初に芸団協CPRAさんの発言についてレコード協会の意

見を先に申し上げますと、CPRAさんの説明の中にあったレコード演奏・伝達権の創設につ

いては賛成、放送番組の同時配信に係る権利の切り下げについては反対、レコード製作者

と実演家の取り分の配分については協議で定めるべきというのが私どもの考えでございま

す。それだけまず先に申し上げておきます。 

 資料２－２で簡単に御説明いたします。 

 放送番組の同時配信に係るレコード原盤権の処理についての私どものスタンスは、ここ

に書いておりますとおり、現行法の改正は不要であり、引き続き集中管理を促進して、包

括許諾契約の活用を進めていくべきだということでございます。 

 ２ページ目をごらんください。放送番組に係るレコード原盤権の処理でございますが、

放送及び放送用複製、ネット配信については同時配信、見逃し配信、VODまで、全て日本レ

コード協会が管理をしております。 

 この表は、放送とネット配信における法律の定めと実際の運用を整理したものですが、

時間がありませんので、法律の定めについては割愛させていただいて、実際どのように運

用されているかについて御説明いたします。 

 まず、NHKとは、放送及び放送用複製、ネット配信のうち専ら受信料収入を財源とする無

償のネット配信までを含めて包括的な契約を結んでおります。 

 また、有料のNHKオンデマンドにつきましても、私ども使用料規程を持っておりますので、

それに従ってNHKに対して包括的なライセンスを行っております。 

 また、民放テレビ局でございますが、放送及び放送用複製について包括的な契約を結ん

でいるほか、同時配信と見逃し配信及びビデオオンデマンドの二次利用については包括的
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なライセンスを出しているということでございます。 

 このように、放送番組のネット配信の部分につきましては、既に包括的な処理ができて

いるということをまず申し上げておきます。 

 ２ページの一番下でございますが、私どもへの委任者数、レコード製作者の委託者数で

ございますけれども、現在、743社でございます。これにつきましては、放送の権利の委任

だけではなくネット配信の部分まで、743社全社から委任を受けているということを申し

上げておきます。 

 最終ページでございます。アウトサイダーへの対応、これはよく指摘されておりますが、

アウトサイダーからのクレームにつきましては、既に平成３年から、許諾権である放送用

複製について放送局との間で長年形成されてきた契約慣行がございまして、これで十分克

服できると考えております。既に2019年度の下期から放送番組の常時同時配信を予定して

いるNHKとの間では、2020年度まで放送に関する包括契約の中でアウトサイダーからのク

レームがあった場合には両者間で問題を解決するという内容の合意が成立しております。 

 また、さかのぼりますが、日本の放送番組の海外展開に当たりまして、原盤権の処理の

問題が過去クローズアップされたことがございます。これにつきましても、平成29年４月

からテレビ放送番組の海外向けのストリーム配信の原盤権処理については、私ども、NHKと

民放と合意をしていまして、運用が進んでいるということでございます。 

 それから、当該レコードがレコード協会管理かどうかわかりにくいという御指摘につき

ましては、昨年度から行っておりますが、文化庁の実証事業においてレコード委任状況の

可視化などの取り組みを行っているということでございます。 

 最後に、私ども、ここで申し上げたいのは、許諾権だから円滑な流通が阻害されるとい

うことではありません。許諾権でどれだけカバーしているかということが問題であります。

本来、放送と通信の融合が進んでいき、そのルールを合わせるとするのであれば、端的に

言いまして、配信のほうにルールを合わせるのが筋ではないかと思います。放送は公共性

があることによって我々は権利制限されているわけでございます。それが同じようになる

ということであれば、配信のほうのルールに合わせ、むしろ我々の権利を許諾権にするこ

とが本来の筋ではないかというのが私の考えでございます。 

 以上でございます。 

○原座長 ありがとうございます。 

 先に確認の質問を２点させていただきたいのですが、まず、今、御説明いただいた中で、

芸団協さんほかの資料の４ページから５ページにかけて、ウエブキャスティングではまだ

問題が残っているというお話を承りました。一方で、レコード協会さんからの資料の２ペ

ージで、見逃し配信、VODも含めて包括的な許諾がなされているというお話だったと思いま

すが、これはそれぞれごらんになってどちらも正しいのでしょうか。どう理解したらよろ

しいのでしょうか。 

○日本芸能実演家団体協議会（椎名常務理事） ５ページを見ていただきますと、サイマ
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ルキャスティングが三角になっております。これに関しては、たしかにレコード協会さん

は既にNHKと包括契約を結ばれました。しかしながら、我々はまだNHKさんしかやられない

ということもあり協議を継続中ということで三角になっているということでございます。

その他ウエブキャスティングに関しては、今、レコード協会さんと協議をしている内容と

いうことになります。 

○日本音楽事業者協会（中井専務理事） ウエブキャスティングというのは、放送の同時

配信、放送にかかわらない部分、いわゆるAbemaTVとか、配信オリジナルのものという意味

でございます。 

○原座長 わかりました。 

 今、高杉さんから、合わせるとすれば許諾権のほうに合わせるべきだというお話がござ

いました。私も、少なくとも放送とインターネットでの配信という、たまたま技術的に違

っているだけでルールが異なっていることはおかしいと思います。配信のほうに合わせる

ことについては芸団協さんからごらんになるとどう見えるのでしょうか。 

○日本芸能実演家団体協議会（椎名常務理事） 国際的な趨勢からいっても、あり得ない

話ではないかと思います。世界の潮流は、ある程度音楽を使っていただいて、その成果物

を正しく権利者に分配するという方向にいっているので、高杉さんのおっしゃったのは放

送に関する権利制限も撤廃して全て許諾権でということに聞こえたのですが、それは国際

的な動向から考えてもなかなか理解しがたい部分だと思います。 

○原座長 わかりました。 

 一旦、役所の方々にお伺いしたいのですが、文化庁さんと総務省さん、それぞれにです。 

 文化庁さんへの質問は、芸団協さんほかからは、今まさにお話のあったように、国際ル

ールとずれているというお話がございましたが、これはそう理解してよろしいのでしょう

か。もしそうであれば、国際標準と異なるルールをずっと運営してきたのはなぜでしょう

か。 

 総務省さんにもお伺いしたいのですが、インターネットの同時配信を進めてきていらっ

しゃると思います。その中で著作権の問題がずっと課題であるということも指摘されてき

ました。今のお話の中でも、１年前に議論したときには１年間動いていないだったけれど

も、２年間動いていないとの御指摘もありました。これからこの問題をどう解決していく

御予定でしょうか。 

 ２点、お伺いいたします。 

○文化庁（水田課長） では、文化庁のほうから申し上げます。 

 国際標準ということでございますが、先ほど御紹介がありましたように、WPPTという条

約の中で定められておりますけれども、その中で、もちろん最低限の保護を付与するとい

うことで報酬請求権というのがありますので、それ以上の何か保護を与えてはいけないと

いうわけではございません。 

 それから、店舗等でのレコード演奏・伝達という部分につきましては、国の事情によっ
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て留保することができる。要するに、権利を与えないことも可能ということになっており

ます。ですから、著作権に関しましては、ある程度共通の条約がありながらも、それぞれ

の国の事情に応じて権利を付与したり付与しなかったり、あるいは権利の種類が違ったり

ということはよくあることだとは思っております。 

○原座長 そうではなくて、条約違反はさすがにされていないのだと思いますが、一般的

に各国でなされているルールと違うのでしょうかというのが私の質問で、もし違っている

のであれば日本固有の事情が何なのかを教えてください。 

○文化庁（水田課長） 先ほどの芸団協さんの資料の６ページを見ても幾つか、韓国、フ

ランス、ドイツ、イギリス、アメリカとありますが、フランスなどでは許諾権だったのが

報酬請求権に最近なったということもあるかもしれません。イギリスでも許諾権の部分が

あったり、アメリカは強制許諾ということで、それぞれ主要な国においても必ずしも何か

共通のものがあるということではないと思っております。 

 日本について言えば、この条約に入ったときに、インターネットはかなり拡散力があり

ますので、そこへのアップロードに関しては、実演家、レコード製作者に対して許諾権と

いうものを認めて、そこにひとたび接続してアップロードされれば何度も視聴も可能にな

ってくるということもありますので、そこは許諾権を付与するという判断をしているとい

うことがございます。 

 一方で、店舗等での公衆への伝達、これは経緯もございまして、日本において以前から

そこについては権利が及んでいなかったという実情もございます。そういった中で、著作

権者、作詞家や作曲家についてももともと権利が及んでいなかったところ、20年前にそこ

については法律を改正して権利が及ぶようにしたということですが、まだ実演家、レコー

ド製作者の方々には権利が認められていないということがございます。これは、使用料も

かなり発生してくる、かなり負担が大きくなってくる部分がございますので、実際に国民

の方々、特に利用者の方々の御理解も必要になってきますし、また、権利があった場合、

実際にそれを行使できる体制が整っているか、さまざまな課題があると思っております。 

 以上です。 

○原座長 ちょっと幾つかわからなかったのですが、まず、後にお話のあった伝達権に関

しては、今、事業者からお話をいただいた中では皆様は入れるべきだというお話だったと

思いました。入れるべきでないと言われる方はどなたですか。 

○文化庁（水田課長） 直接どなたかから話があるわけではございませんが、これを入れ

るとすると、例えば全国の商業施設、ホテル、レストラン、理髪店、さまざまな場所にお

いて音楽を流すときに、使用した場合には使用料を払わなければならないということにな

るわけです。著作権者に対してその権利を認めたといいますか、入れた20年ほど前に関し

ては、今、申し上げたようなところに関する団体の方々が非常に強く反対していたと聞い

ております。 

○原座長 わかりました。 
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 それから、20年前とはいろいろな状況が変わってきて、コンテンツを海外に展開するこ

とが大きな課題になっている。また、前段のほうの論点にもかかわりますが、ウエブキャ

スティングに関しては、まさにコンテンツが国境を越えて自由に飛び交う中でのルール設

定を考えていかなければいけないということになっているのだと思います。 

 その中で、ウエブキャスティングのほうに話を戻しますが、少なくとも今、芸団協さん

ほかからいただいている資料で拝見する限りでは、報酬請求権の国が多い、また許諾権か

ら報酬請求権に移行する国も出てきているという中で、日本が今の仕組みをとられている

何か積極的な理由があるのでしょうか、あるいは歴史的な経緯だけなのでしょうか。 

○文化庁（水田課長） インターネット配信に関しては、歴史的な経緯といいますか、そ

もそもそこについて権利を導入した際に許諾権にするという判断はあったわけでございま

す。その他の部分についてもそうですが、権利の種類が異なったとしても、今、総務省の

ほうでもいろいろ御検討いただいていると認識しておりますけれども、権利は権利として、

その上でいかにして契約を結んで円滑にやれるか、そういった工夫も十分できるかと思い

ます。ほかの国においても必ずしも権利だけによって全てが解決しているというわけでは

ないと思います。ですから、積極的な理由というよりは、今ある制度の枠組みの中で円滑

な利用の契約や運用ができないのかどうか、まさにそこが協議されているところだと思っ

ております。そういったものを見ながらこちらとしても対応を考えていきたいと思ってお

ります。 

○原座長 一旦、総務省さんにお伺いしたいと思いますが、先ほど伺いましたこれまでの

検討状況、また今後の検討予定とあわせて、今お話のあった同時配信を推進していく上で、

少なくともどちらに合わせるかは別として、放送と配信とが異なるルールになっているこ

とには問題があるのではないかと思います。これをどう考えていらっしゃるのか、教えて

いただけますか。 

○総務省（奈良審議官） お答えいたします。 

 まずもって総務省の立場を申し上げると著作権法自体を所管していないということでご

ざいまして、そういった意味で、制度に直接どうこうというところは私どもとしてはアプ

ローチが難しいというのが前提としてあります。他方で、円滑に処理が行われるというこ

とは、もちろん関係者間で合意される前提においてハッピーな話でございますので、円滑

化ということに関してはこれまでも取り組んできております。 

 現状に関して申し上げますと、昨年来、さらに処理を円滑にするために何ができるのか、

有識者にお集まりいただきまして、勉強会をやっている最中でございます。本日もあまり

強調して話をされていませんが、アウトサイダー問題、その辺が特に著作権処理を円滑に

する意味では重要な課題になってきますので、例えばそういったことを技術的あるいは仕

組み的に何か対応できないか、検討している最中でございます。 

 最後に、原座長がおっしゃった制度的に分かれているのを一緒にするかどうかというと

ころは、多分、制度論として議論があるのかもしれませんが、私どもは制度、著作権法を
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持っておりません。他方で、著作権法の中で、法体系の中で私どもがかかわっている放送

事業者なりが著作権処理をどう円滑にするかという観点からは関心があるというか、関わ

りがあって、そういった意味では、関係者間で合意されることを前提に処理が円滑に行わ

れるように検討が進むことは歓迎したい、よろしいのではないかと考えている次第でござ

います。 

○原座長 確認ですけれども、検討をずっとされていることは私たちも承知しています。

関係者間で合意がなされれば、それはもちろん物事が進むのだと思いますが、政府として、

とりわけ総務省さんとして同時配信の推進をされているわけですから、政府として積極的

に何をされているのか、今までに何が達成されて、これから何を達成されようとしている

のか、教えてほしいのです。 

○総務省（奈良審議官） ２年より少し前ぐらいから私どもの検討会を開いて、その中で

同時配信なりネット配信の円滑化ということで話し合いをしてきました。その中では、一

定の整理といたしましては、先ほど申し上げましたアウトサイダー問題等、いろいろ課題

があるということでございまして、この点についてはさらに実態を見ながらという整理が

去年の段階です。その後、私どもとしては、さらにそれを前へ進めるために、まずは勉強

会ということで検討を進めているというのが現状でございます。 

○原座長 わかりました。 

 その先の検討スケジュールを教えていただけますか。著作権制度については総務省の御

所管ではない、もちろんそういうことなのですが、一方で、私たちの実施計画、閣議決定

した内容からすると、著作権制度のあり方について必要に応じた見直しは31年度に措置を

いただくということになっています。著作権法の改正ですから、当然時間もかかると思い

ます。一定程度方向性を定めて、かなりピッチを上げて検討を進めていかなければ間に合

わないと思いますが、総務省さんでの検討はどう進められるのか、また文化庁さんでは何

月までに何の結論を出してどう進めていくのか、もう少し教えていただきたい。 

○総務省（奈良審議官） 現時点では何月何日というスケジュールはございませんが、原

座長がおっしゃいましたように、規制改革推進計画の中で年度という意味での一定の期限

が定められておりますので、その中で私どもがやれるところ、文化庁といろいろ連携しな

ければいけないところは引き続き検討していきたい、そういうことでございます。 

○原座長 わかりました。 

 では、文化庁さんにお答えをいただくときに、著作権法の改正、少なくとも私が今、理

解した限りで、放送とウエブキャスティングについて何らかの形で制度を合わせることを

御検討いただくべきではないかと思っておりますが、そういった制度改正をするためには

いつまでに方向性を決めて検討を進めることが想定されるのか、教えていただけますか。 

○文化庁（水田課長） 恐らく求められる内容次第で検討する期間というのが決まってく

るかと思います。総務省のほうで場を設けていただいて御検討いただいていますが、その

中で、放送と通信、例えば制度を合わせるにしても、権利者の方々の中でも必ずしも要望
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自体が一致していないという部分もございます。そういったものを踏まえて、まず放送界

としてどういった解決方法が望ましいのか、今のままの運用でやっていくべきということ

なのか、それとも何か改正がどうしても必要なのか、そういったところも含めて議論を進

めていただきたいと思いますし、私どもとしてもその辺の議論をフォローしていきたいと

思っております。 

○原座長 その検討、議論をずっとやっていますということで、どこかのタイミングで結

論が出て、制度の見直しをすべきだとなりましたが、やはり31年度には間に合いませんで

した、時間切れになりましたでは困るので、期限を決めて進めていただきたいのです。最

も時間がかかるのは、恐らく法改正をする、制度改正をするということなのでしょうが、

そのためには、いつまでに結論を出したらいいのですか。結論を出すというか、方向性を

定めて次のステップに移ったらよろしいのですか。 

○文化庁（水田課長） 申しわけないのですが、今の時点でいつまでであれば大丈夫だと

いうことを言える状況ではございません。いずれにしても、中身としてどういったことを

すべしということになるかによって必要になる審議の時間も変わってくるかと思っており

ますので、そういった方向性が示されれば、私どもとしてもしっかり検討していきたいと

考えております。 

○原座長 ずっと伺っていても、文化庁さんは方向性が決まれば動きますとおっしゃる。

総務省さんは関係団体の合意形成がなされれば動きますと言われる。結局、いつ何が動く

のかがさっぱりわからないのです。ですので、逆算してスケジュール設定をすべきではな

いか。もしそれがすぐになされないのであれば、私たちは、またこの次の答申に向けたス

ケジュール設定の中でその議論をきっちりさせていただかなければいけないと思います。

もう一回伺いますが、どういったタイミングでこれから進められるか、お考えはありませ

んか。なければ、引き続き総務省さんと文化庁さんとでスケジュールを検討いただいて、

協議をいただいて、もう一回お答えをいただければと思います。 

 村上さん、何かございますか。 

○村上専門委員 いえ、大丈夫です。 

○原座長 よろしいですか。 

 それから、今、役所の方々からのお話もございましたが、芸団協様、音事協様、レコー

ド協会様で、もし何かお気づきの点がございましたら、御発言いただきますでしょうか。 

○日本芸能実演家団体協議会（椎名常務理事） 関係者合意というところで一方で話し合

いをしているわけですが、大局的に公衆への伝達全体の問題からいうと、やはり制度が異

なっていること、座長が御指摘になった国際的なリエゾンの話も含めて、この辺で見直す

必要があるのではないかと思います。そのための議論を開始していただくという方向性を

お示しいただけたら、もちろんいろんな意見が出ると思います、反対意見もあるかもしれ

ないけれども、やはりそこはやっていくべきなのだと私どもは考えておりますので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 
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○原座長 確認ですが、私は、その議論はスタートしているのかと認識していたのですが、

議論は開始していないのですか。 

○日本芸能実演家団体協議会（椎名常務理事） 先ほども申し上げたとおり、著作権等管

理事業法で応諾義務を持った集中管理という文脈での話はしているのですが、レコード協

会さんも触れられた分配比率の話とか、なかなか歩み寄れない部分も多々あります。ちょ

っと角度を変えたときに、公衆への伝達という法制度の問題としてこれを捉えた場合に、

さまざまなことが円滑に解決していくのではないか、その問題提起をしに参ったつもりで

ございます。 

○原座長 ありがとうございます。 

 何かございますか。 

○日本音楽事業者協会（中井専務理事） 映像実演のほうから申し上げます。実を言いま

すと、放送同時配信に関しましては、現行の著作権法上で乗り切れなくはないと思ってお

ります。それは、先ほども申し上げたように、制度設計の仕方一つで解決できるものと思

っています。そもそも少なくとも12月ぐらいにはNHKが同時配信を始めるとすると、法改正

というのは、とてもじゃないけれども、タイムアップなので、そうなれば、むしろ総務省

さんと一緒に制度設計の話をさせていただいたほうがいいのかもしれないとも思っており

ます。 

○原座長 わかりました。 

 そうしましたら、著作権の議論はきょうは一旦ここで終わりにさせていただきたいと思

いますが、課題が残っていることが確認されたと思います。また、同時配信の著作権処理

について昨年の実施計画に基づいて検討いただいているわけでございますが、きょう、問

題提起をいただいたような放送と配信とでルールの整合化をどう図っていくのか、また、

国際標準との関係をどう考えるのか、これも含めてしっかりと検討を政府でさらに引き続

き進めていただく必要があると思います。また、そのときに、もともと閣議決定をしてい

た31年度中に著作権制度について措置をするということを前提に、より精緻なスケジュー

ルも組む必要があるかと思いますので、引き続き議論させていただければと思います。き

ょうは大変ありがとうございました。 

○日本音楽制作者連盟（金井常務理事） 済みません。今の原座長のお言葉の中にレコー

ド演奏・伝達権についてのコメントがなかったので、これにつきましては一致しておりま

すので、これについてもぜひ留意していただければと思います。 

○原座長 今回、私たちは同時配信の文脈で議論をスタートいたしましたが、それとかか

わる議論であることも理解をいたしましたので、あわせて検討をぜひ進めていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

（文化庁、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、日本音楽事業者協会、日本音

楽制作者連盟退室） 

○原座長 時間が少しおくれてしまって失礼いたしました。 
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 では、引き続き総務省からの御説明をいただいて、その後、質疑応答をしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○総務省（奈良審議官） それでは、資料２－３ないし２－４を使いまして、主に30年度

中ないしは30年という形で御審議いただいている点の進捗状況等について御報告いたしま

す。基本的には資料２－３を使います。随時、関連した項目、規制改革実施計画を引用し

ております。 

 １ページ目では、通信・放送を連携して成長戦略を描くために検討し、技術の実証を平

成30年度中に開始するということでございます。 

 ２ページ目に、まず、関係者によるいろいろな議論をする場を既に昨年10月に設立いた

しました。連絡協議会という形でございます。以降、技術ワーキング、サービスワーキン

グを精力的に行ってきておりまして、出発点としては現状認識の共有だったのですが、や

はり当面の輻輳対策あるいはサイバーセキュリティー等々について、通信・放送事業者あ

るいは関係者間でいろいろ詰めていく課題が浮かび上がってきておりますので、そういっ

たところを詰めながら、どうやったら新しいサービスが適切に花開いていくか、そういっ

たところを協議していきます。 

 その協議と並行しまして、３ページ目にありますとおり、計画で御指摘いただきました

技術実証を今年度大きく分けて２つやっております。 

 １つ目は去年のサッカーワールドカップロシア大会での同時配信実証実験、２つ目は、

去年の秋から今年にかけまして、主にスポーツ番組を「TVer」という共通プラットフォー

ムを使って、これは見逃し配信のプラットフォームですが、ここで同時配信の実証実験を

進めてきております。 

 今年度中に一定のきちんとした報告書を整理いたしますが、今回、ある程度やってみた

というところもございまして、さらに前に進めるために、次年度にも取り組みを進化させ

ていくことによって、新しいサービスがどう花開いていくか、そういうところを見定めて

いくための取り組みを引き続き31年度もやっていくということでございます。 

 ４ページ目は、NHKの技術開発の成果や設備の活用について検討せよという御指示でご

ざいました。 

 これにつきましては、５ページ目をごらんください。私どもで「放送を巡る諸課題に関

する検討会」を開催していますが、この中でNHKから本件について状況を聴取した上で、有

識者の皆さんと議論をいたしました。NHKからの発表では、例えばハイブリットキャスト、

いわゆる通信・放送連携サービスに関してNHKが研究開発した技術を標準化という形で民

間のIPTVフォーラムに寄与いたしまして、これが全体としての標準化となってオープンに

なっていく、こういった貢献、あるいは音声認識技術の字幕制作への活用という取り組み、

これもNHK技研が研究開発したもので、現在、NHKとして順次、実証的に使おうとしており

ますけれども、これは単にNHKだけではなくて、いろんなところに使えるようにということ

で、実際、総務省で今年度、関連した実証実験をやったのですが、そのときにこの技術も



 

23 

 

活用しています。 

 そのほか、技術以外にも、民放のラジオのプラットフォームである「radiko」にNHKラジ

オが参画する。あるいは、「TVer」にNHKが参画していく方向で調整中でございます。ある

いはCDNに関しての民放との連携・協調、こういったものも順次検討、調整しているという

報告がございました。 

 これに関しましては、６ページ目にありますとおり、有識者の構成員から、前向きにさ

らに進めるべきであり、取り組みが進化していくことが期待されると異口同音に指摘され

ました。「取組の方向性」にありますとおり、おおむね評価されましたが、今後もさらに

進化していくということで、「放送を巡る諸課題に関する検討会」においてもフォローア

ップを引き続きやっていく、こういった整理でやろうとしているところでございます。 

 次のテーマが７ページ目です。新規参入の促進のところで、まず、30年度中に検討とい

うことで、V-high帯域について、今、空いているわけですが、活用方策を検討せよという

御指示がございました。これにつきまして、今、申し上げました「放送を巡る諸課題に関

する検討会」の中に分科会を組成しまして、V-high帯域の取り組みについて昨年から今年

にかけまして精力的に検討を行いまして、今週月曜日に分科会を開いて取りまとめを行っ

たところでございます。 

 その取りまとめ案が８ページ目にあります。この内容でおおむね分科会としては整理い

たしました。 

 これまでV-high帯域の提案募集は、規制改革推進会議の御指摘も踏まえながら、２度実

施しております。その中で具体的な参入希望はなかったものの、提案が16件ということで

結構寄せられております。中身は、放送サービスの高度化、IoT、通信サービスの高度化等

でございまして、実証実験等をやることによって今後さらにこれらが進化していく、実ビ

ジネスに結びついていくことが期待されるわけでございます。 

 したがいまして、V-high帯域はもちろん放送用の帯域でございますが、提案としては通

信サービス、IoT等もあったわけでございまして、こうした通信・放送融合型システムに対

応可能なものにしていこうという基本方針を確認した上で、具体的な進め方といたしまし

ては、希望者を中心に実証実験をやっていただこう、総務省として支援して、とにかく早

く具体化を図っていこうということでございます。 

 具体的には、専門用語で恐縮なのですが、特定実験試験局用周波数として位置づけます。

普通、実験局というのは、周波数の混信がないかどうか等々、結構いろいろチェックいた

します。手間も時間もかかるのですけれども、特定実験試験局用周波数、これは公示する

のですが、これに指定いたしますと、かなり速いスピードで実験局免許が取れるものです

から、これによってできるだけ早く実験を始めていただいて、進めていただく。それに際

しましては、V-high帯域はマルチメディア放送として整理されていますが、その背景とな

る周波数割当計画や基幹放送用周波数使用計画、周波数再編アクションプラン、こういっ

たものも今の方向性に沿った形に改定していくということです。こうした形によって実証
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実験等々、実用化に向けた取り組みを後押しすることによって、さらに前に進めていこう、

それを踏まえて、実際どういうものが出てくるかに応じて、それはそれできちんと整理し

ていくということです。 

 今後は、まずは2019年度中に一定の取りまとめを行うことを目指しながらやっていくと

いうことでございます。ただ、2020年はオリ・パラがございまして、そのときに一時的に

周波数事情でここを使うことが考え得るので、そういったことは一応留意しながらやって

いく。こういった方向性を出しておりまして、これに基づきまして進めていきたいと考え

ているところでございます。 

 ９ページ目は、実際に出てきた12の提案の概要です。 

 10ページ目が分科会のメンバーです。 

 こういうことで、一定の整理を踏まえて精力的に前に進めていこうとしているところで

ございます。 

 11ページ目です。次のテーマが放送事業者の経営ガバナンスの確保ということでござい

ます。これも30年度中に検討・結論・措置ということでございます。総務省において現状

把握を行い、情報提供等、必要な方策を検討するということになっております。 

 その検討をする場といたしましては、12ページにありますとおり「放送を巡る諸課題に

関する検討会」の下に「放送事業の基盤強化に関する検討分科会」を組成しまして、幾つ

かテーマがありますが、その中に経営ガバナンスの確保を位置づけまして、アンケート調

査等をして現状を把握し、ベストプラクティスを共有するという方向性のもとでこれまで

やってまいりました。 

 13ページ目に検討分科会のメンバーを掲げております。特に弁護士の武井一浩先生が入

っていまして、武井一浩先生は、金融庁の「コーポレートガバナンス・コードの策定に関

する有識者会議」の主要メンバーでございまして、ガバナンスには非常にお詳しい方で、

こういった先生にも入っていただきまして、分科会の議論に加えて個別にもいろいろ御指

導いただきながら、このテーマについてこれまで取り組んできたところでございます。 

 14ページからは、実際に調査をどのようにやるかということが書いてあります。地上テ

レビ社127社に対して、企業価値をどう考えているのか、経営ガバナンスやコンプライアン

ス、あるいはベストプラクティス、こういった観点から昨年中に調査を開始しまして、今

般その調査が取りまとめられまして、今日の午前中に分科会を開催し、その中で説明が行

われ、議論されたところでございます。 

 時間もありませんので、15、16ページはアンケート項目ですが、飛ばします。 

 結果が17ページ以下に出てまいります。企業価値の実現という点でのアンケートでは、

地域情報の発信、報道機関としての責任、地域で信頼される放送局であること等が上位に

上がっております。 

 18ページ目、中期経営計画の目標では、自社制作番組の強化、収益力の向上等、事業体

としての、経営としての目標が掲げられております。 
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 19ページ目でございます。取締役の人数、そのうち会社法で定めている社外取締役がど

のくらいの割合でいるのかということも聞いております。若干のばらつきはありますが、

取締役の人数としては半分ぐらいが10～15人になっています。社外取締役はいろいろ分か

れていますが、端的に言うと全事業者の４分の３では30％以上、社外取締役が入っている。

そういった構成になっていることが今回の調査の結果としてわかっております。 

 20ページ目では、取締役会における審議の実効性を確保し、迅速な経営判断を行うため

に事前に経営会議などで意見交換を行っている。 

 21ページ目では、コンプライアンス、リスクテイクという意味でメディア経営戦略を担

当する従業員や部署を定めている。あるいは社風や文化の異なる企業経営者を社外取締役

に選任しているということが掲げられております。 

 22ページ目には、社外取締役に期待する役割ということで、既存事業の収益力向上に加

えて、経営改善の方向性の助言、健全性担保のための監督機能、こういったものが期待さ

れているところでございます。 

 23ページ目ですが、コンプライアンスという意味では、個人情報保護、サイバーセキュ

リティー、ハラスメント、こういったものに取り組んでいる。 

 24ページ目では、監査役が職責を果たすための仕組みとして、監査役と取締役が定期的

に意見交換する。 

 25ページ目からベストプラクティスということで、幾つかのテーマに応じて掲げており

ます。例えばRPA、文字おこしシステム、AIアナウンサーなど、割と最近の技術も活用しな

がら経営の効率化に努めている。 

 26ページ目、事業展開ということでは、ライブ動画で地方産品を紹介し、越境EC事業を

推進しているとか、そういったネットの活用、あるいは4Kといった新しい映像で撮影し、

配信しているという取り組みもベストプラクティスとして挙がってきております。 

 27ページ目には、ベストプラクティスとコンプライアンスの関係、さまざまな情報を社

員で広く共有しているということが取り組みとして挙がっています。 

 28ページ目では、さまざまなステークホルダーの意見を聞くということでございまして、

例えば番組モニターを選任して、その意見をまとめて社内に配付しているとか、実際、番

組制作者がモニターと意見交換する場をつくるなどして番組制作に役立てているというこ

と、そういったことでさまざまな意見を吸い上げている。モニターもそうですし、中には

中学生あるいは大学生、色々なところでのステークホルダー、関係者との接触を増やすこ

とによって、実際に放送番組に活かしたり、あるいはCSR事業という取り組みもベストプラ

クティスとして挙がってきていたりしております。 

 このような形で、本日、私どもの「放送を巡る諸課題に関する検討会」の分科会でも報

告が行われまして、意見交換が行われました。速やかにこれを127社にきちんとフィードバ

ックして、特にベストプラクティスを共有し、活かしていただくことを進めるべしという

ことが分科会でも整理されまして、それを受けて、民放連、放送事業者のほうで対応する
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という状況になってきているところでございます。 

 29ページ目、30ページ目は、割愛いたします。 

 31ページ目、NHKの国際部門の強化という御指摘をいただきました。これに関しましても、

「放送を巡る諸課題に関する検討会」の親会のほうで議論しています。 

 32ページ目、別冊でつくっている資料２－４に整理していますが、実際にNHKのほうから

「放送を巡る諸課題に関する検討会」の中で、多言語化への積極対応や、内外からの優秀

な人材の確保、民間制作のコンテンツの活用、プロモーション、こういった取り組みを進

めているということが説明されました。 

 これを踏まえまして、33ページ目にありますとおり、構成員の有識者からは、多言語化

への積極対応、民間コンテンツの活用、それから、例えばBBCやCNNに比べれば認知度が低

いわけで、認知度の向上、こういったことが重要という指摘がございました。あと、イン

ターネットサービスの充実を図ってきておりますが、さらにこれをやっていくべきではな

いか、こういった御意見が出たところでございます。 

 取り組みの方向性といたしましては、今、申し上げました意見も踏まえながら、さらに

国際放送の強化、改善に努めていただき、特に平成31年度のNHK予算については、放送法に

基づいて総務大臣意見をつけて国会に提出しておりますが、その中でも、国際放送につい

て人材の確保、実施体制の確立、多言語化ということに触れることによって、さらにNHKの

背中を押しているという状況でございます。 

 34ページ目で、次の項目として、制作関連の取引の適正化ということで幾つか御指摘を

いただきました。既に去年の夏に、この規制改革推進会議の指摘を踏まえて、さまざまな

調査をし、それを踏まえて、次のステップとしてどうするかということに関しましては、

有識者の方が集まる検証・検討会議を設けまして、そこで昨年の10月以降、まさに今検討

しているところでございます。 

 全体のスケジュールとしては、35ページ目をごらんください。昨年、有識者を中心にし

た議論で論点整理した上で、年明け以降は、実際の関係する放送事業者、番組製作会社に

も入っていただいて、実効性のある議論のもとでガイドラインの改訂等の検討を進めてい

る最中でございます。並行して総務省としてのフォローアップ調査もやっておりますし、

さらに並行して、民間で進めている放送コンテンツ適正取引推進協議会での取り組みも進

んでいるという状況にございます。 

 36ページ目に、その検証・検討会議について掲げております。構成員は、舟田先生を座

長に、オブザーバーを加え、ワーキング・グループでは関係事業者に入っていただいて、

検証・検討会議とワーキング・グループの合同会議という形式で今まさに精力的に議論を

進めているところでございます。 

 37ページ目、38ページ目、39ページ目は、昨年、一旦整理した論点整理です。今、これ

を踏まえて、契約書・発注書の交付や、取引価格の決定、著作権の帰属、取引内容変更、

やり直し、その他、それ以外も含めて、現在、論点にどう対応していくのかという検討を
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進めているところでございます。 

 最後、40ページ目でございます。推進計画でも、いろいろ問題があったとき、相談でき

るところが必要ではないかということでございまして、それも含めまして、ここは全体パ

ッケージの予算の紙になっているのですが、毎年行っているアンケート調査、あるいは単

なる書面ではないグループ・ヒアリングに加えまして、弁護士等専門家による相談できる

場の整備ということで、そのための必要な経費も確保いたしました。こういった形で、特

に番組製作会社がいろいろ相談できる体制を整備していくということも31年度に取り組ん

でいこうとしているところでございます。 

 駆け足ですが、現在の状況について御報告いたしました。 

 以上です。 

○原座長 ありがとうございます。 

 追加的にまた幾つか伺うかもしれませんが、伺った中で、実施計画で私たちが求めてい

たことと大きく乖離しているのではないかということが幾つかございましたので、そこか

ら先にお話をしたいと思います。 

 まず、実施計画の21番の放送事業者の経営ガバナンスの確保です。まことに申しわけな

いのですが、やっていただいていることは私たちが答申で求めていたこととは違うと思い

ます。という以上に、これはそもそも政府でやられるべきことなのかが私にはよくわから

なかったのですが、普通の業界であれば、ほかの会社でどんな取り組みをしているか把握

をし、学ぶべきところがあれば学ぶというのは普通にやられることだと思います。おっし

ゃられたベストプラクティスをアンケート調査をやって抽出しましたというのは、まさに

そういう会社でやるべきことを総務省さんでやられたのかなと、何か放送業界がかなり特

殊で、そういうことを政府でやらないとされないということなのかなと思いながら伺って

おりました。 

 一方で、私たちは何を求めていたかというと、そうではなくて、経営ガバナンスの確保

に向けた取り組みがなされるようにまず現状把握をしてくださいというお話をしておりま

した。これは私たちから明示的に申し上げてきたと思いますが、例えば収益構造がどうな

っているのか、資本構成がどうなっているのか、こういったデータを、まずきっちりと現

状の把握をして、その上で必要な方策を検討すべきではないでしょうかと、現状把握され

たデータについてまず私たちに共有いただいて、その上で一緒に検討できるようにしてい

ただきたいということを申し上げてきたと思いますが、これはどうなりましたでしょうか。

ほかに幾つもあるのですが、まずそこから伺えればと思います。 

○総務省（三田課長） 総務省でございます。 

 まず、この指摘の内容でございますが、経営の現状把握を行い、情報提供など必要な方

策を検討するということで、これは民放連と共同でこういう検討をして、アンケートの実

施主体としては民放連がやっているということで、先ほど業界のほうでやられるというよ

うな御指摘だったかと思いますけれども、私どももそういう形で業界と連携してやってき
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たという経緯がございます。 

○原座長 そうではなくて、民放連がこれをされるのだったら私は理解できるのですが、

総務省は何をされたのでしょうか。 

○総務省（三田課長） 総務省としては、このアンケートの設計段階から一緒にかかわっ

て、ベストプラクティスを共有できるようにということで取り組んでおります。 

 この経営ガバナンスにつきましては、先ほど申し上げましたが、専門家である武井先生

とも御相談させていただいて、やはりベストプラクティスの共有は非常に大事だろうと、

そこに横展開をしていって、しっかりと各社が経営ガバナンスを確保できるように、さら

に向上できるようにという取り組みが大事だろうということで、分科会でも御議論いただ

いて、このような取り組みをやってきたということでございます。 

 なお、先ほどの収益構造、資本構造、データの共有ということでございますが、私ども

は、許認可の行政をやっている中で必要なデータは放送事業者から提出いただいていると

ころでございます。ただ、そのデータにつきましては、私どもも守秘義務という形になっ

ておりますので、データの共有ができるかどうかというのは別の論点としてあろうかと思

います。 

○原座長 別の論点だということも前に伺ったと思うのですが、その検討はどうなりまし

たでしょうか。 

○総務省（三田課長） 少なくとも個社のデータにつきまして、データが共有できるとい

う状況ではないところでございます。 

○原座長 私たちも、全てを公開にする前提ではなく、データを共有いただいて検討する

こともできるので、そういった可能性も含めて検討いただきたいと申し上げていたと思い

ますが、一切何も共有いただけないのですか。 

○総務省（三田課長） 少なくとも本日は用意しておりませんので、御指摘を踏まえまし

て、どこまでデータが共有できるか、検討させていただきたいと思います。 

○原座長 その検討はずっと前にやっていただいていたはずなので、早くしてほしいので

す。30年度中にこの結論を出さなければいけなかったので、さすがに時間がないので、年

度内には間に合わないと思います。30年度は間に合わないかもしれませんが、１カ月以内

ぐらいでこの検討がなされるように引き続きお願いできればと思います。 

○総務省（三田課長） 少なくとも私どもとしては、閣議決定に書かれている部分につき

ましては、先ほど説明がありましたように、年度内に民放各社にベストプラクティスを共

有するという形で実施したと理解しておりますが、先ほど御指摘いただいた件につきまし

ては、真摯に検討させていただきます。 

○原座長 私は、これは実施されていないと理解しております。引き続き、そこはお願い

できればと思います。 

 繰り返しますが、民放連さんと一緒にアンケート調査をされたのはわかりました。本来、

総務省さんがかかわるまでもなく、また普通に考えれば民放連さんがかかわるまでもなく、
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個別の事業者がみずからの競争力のためにそういった他社での取り組みを調べるというの

は普通にやられることだと思いますが、それでもなお、民放連さんがそこにかかわられる

のはまだ理解しなくもないです。これは繰り返し申し上げているとおりです。ただ、総務

省さんが政府としてなすべき現状把握や取り組みとは全く違うと思いますので、繰り返し

ますけれども、私はこの実施計画は実施されていないと思っていますから、引き続きお願

いします。 

 では、次、行きます。 

 NHKの国際部門のところです。これは実施計画で言うと22番でございます。いろいろと御

議論いただいたことはそのとおりだと思います。昨年議論したときから、国際部門の充実

強化の議論に関してはさまざまな論点が出てきて、方向性を定めていくのが難しいという

御指摘も総務省さんからいただいていたと記憶しております。 

 確認させていただきたいのは、今、伺ったお話で、いろんな御意見がありましたと、そ

の御意見を踏まえて、さらに国際部門の強化をしっかりやっていきますというように聞こ

えたのですが、それだと余り前進がなくて、今回の検討を踏まえて、総務省さんとしてど

う強化していくべきという結論を出されたのでしょうか。それに向けて総務省さんとして

どういった措置を講じられるのか、教えていただければと思います。 

○総務省（湯本課長） お答えさせていただきます。 

 国際部門の充実に関しましては、まず、措置ということで、基本的にはNHK自身が実施さ

れることですが、資料にも書きましたけれども、我々、一つのフックとしてあるのは、予

算における大臣意見ということでまず要請していくというたてつけがございます。その点

につきましては、こちらに書いておりますような、優れた人材の確保を通じた体制を確立

して欲しいとか、多言語ということについて実際に強調して要請をしております。 

 また、実際の取り組みといたしましては、先般「放送を巡る諸課題に関する検討会」の

中でもNHKにプレゼンいただきましたが、引き続きこの点は議論していただきたいという

ことで、この点についてしっかりとフォローさせていただきたいと思います。 

 また、実際、NHKは何を実施してきたかですが、先ほどの説明もございましたけれども、

予算を増額して、例えばこの規制改革推進会議でも御指摘いただきました多言語化という

点については、かなり本腰を入れてスタートさせつつあります。例えば中国語の放送につ

いては、単に字幕を付与するというのではなくて、別に番組を設けて、当初はネット配信

でございますが、一日きちんとした時間を設けて、通常の英語による国際放送と全く別の

番組を新たにつくるという取り組みをスタートさせております。そういった意味では、徐々

に成果は出てきつつあるのではないかと思っております。 

○原座長 わかりました。これは総務大臣意見に基づきつつ、さらに総務省さんとしても

引き続き進められていくのだと理解しましたので、その方向性をまた引き続き教えていた

だきながら、さらに進めていただければと思います。 

○総務省（湯本課長） そのようにしたいと思います。 
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○原座長 それから、時間もなくなってきたので、次に移ります。実施計画の25番の制作

現場のところです。ここで私たちがお願いしていたのは、まず実態の調査をいただいて、

実態調査を踏まえて今後の必要な措置を検討いただきたいということを申し上げておりま

した。ガイドラインの見直し、あるいはそのほかに新たな取引ルールの策定、また、これ

は答申の決定のときに相当議論させていただいた点ですが、法的措置も含めて御検討いた

だくということについても御同意をいただいていたと理解しております。それから、最後

にお話のあったような窓口の設置などについても進めていただくということになっていた

わけでございますが、法的措置については御検討はこれからどう進められるのでしょうか。 

○総務省（奈良審議官） 現在、検証・検討会議の中で、主にガイドラインの見直しを中

心に、どうやって今後対応していくべきかということを議論している最中でございまして、

現時点ではその結論は出ておりませんが、今まさに検討している最中ということでござい

ます。 

○原座長 資料の35ページのこの検討会議のスケジュールの中では、主にガイドラインの

改定に議論が収れんしたかのようにも見えるのが、そうではなくて、今後引き続き検討さ

れていかれるという理解でよろしいですか。 

○総務省（奈良審議官） 「等」と書いてありますね。ガイドラインのみを検討している

わけではございません。 

○原座長 繰り返しですが、実態調査を踏まえて何をやるべきかという方向性を見定める

ことが大事だと思いますので、ぜひその検討を先にしていただいて、その方向性をまた私

たちにも途中段階でもぜひ共有いただければと思います。先ほどの最初の話のように、御

検討いただいた結果が私たちが想定していたこととは全然違うということになっては非効

率だと思いますので、今後、実態調査の結果を踏まえて何を措置していくべきなのかとい

うことを、次回以降で結構ですので、早目に共有いただけたらと思います。 

 もう一つ、相談窓口に関しては予算を確保されたということはわかったのですが、予算

を確保されて31年度には何をされるのでしょうか。 

○総務省（渋谷課長） こちらのほうは、まず来年度、試行的に実施したいと考えており

ます。窓口を設置することによって、実際に相談者がいるかどうか、どのような相談が来

るかといったことを試験的にやってみたいと思っています。それを受けて、その次の年以

降、例えば民間団体のほうでやるとか、総務省のほうで引き続き支援するとかということ

を考えていきたいと思っています。 

○原座長 試行的にやられることもよろしいと思うのですが、これも繰り返しですけれど

も、実態調査を踏まえてどういった仕組みが必要なのかということをまず検討されるべき

だと思いますので、その方向性をぜひ早目に教えていただければと思います。 

○総務省（奈良審議官） 一点、確認です。冒頭のガバナンスのところで、経営の状態で

ございますと、例えば赤字社が127社中、29年度では２社であるとか、あるいは売上高営業

利益率を見ますと6.5％ということで、全産業4.4％よりも高いとか、そういった状況はも
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ちろん私どもも整理しております。 

 何を申し上げたいかというと、以前、たしか民放連も、この場で発表したとおり、足元

の数字を見ていきますと、他の苦しい事業体に比べれば健全な状態にある。ただ、これは

多分、座長も私どもも共通認識ですが、将来の人口減少を見渡していったときに将来的に

どうしていくのかというところがやはり課題であり、その点、今、私どもも分科会を開い

て検討しているということであって、そこは補足して申し上げたいのと、座長が求めてお

られる数字は具体的にどういう数字になるのでしょうか。 

○原座長 以前からずっと申し上げているのは、資本構成や収益構造がどうなっているの

かなどがわかるようなデータが少なくともないと経営の今後の基盤を検討できないのでは

ないでしょうかということを申し上げてきたと思います。それが全てでもないと思います

し、むしろ総務省さんで今後の経営基盤を考える上でデータをこれまでも整理されてきて

いると思いますから、それをまず教えていただければと申し上げてきたつもりです。 

○総務省（奈良審議官） それは、一社一社を個別に、放送事業者Ａ、放送事業者Ｂとい

うよりも、ローカル局としてはパターン的にはこういうパターンが多い、そういう感じで

すか。 

○原座長 個別の会社でここがどうなっていますということ自体に別に私たちは関心があ

るわけではないので、そこは、データの出し方、共有いただくときに、どこまで出してい

ただくのかという整理の仕方の問題かと思います。 

○総務省（三田課長） そこのお話は、我々、経営ガバナンスの話というよりも、経営の

実態といいますか、そういうお話かと理解しましたので、この閣議決定は、我々は経営ガ

バナンスという観点から取り組んだつもりでございますが、経営の状況といいますか、そ

ういうところにつきまして、御指摘を踏まえまして、出せる資料を整理したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○原座長 経営実態がわからないと経営ガバナンスは検討できないのではないかと思った

ので、ずっと申し上げてきたつもりです。 

○総務省（三田課長） 総務省として経営実態を把握しておりますので、出せるもの、出

せないものを整理させていただきます。ありがとうございました。 

○原座長 結構です。 

 時間もなくなったので、項目だけ申し上げますと、最初のところに戻りますと、18番の

新たな配信基盤についてですが、実施計画の中では、今後のSociety5.0における新たな成

長戦略を描くために産学官で連携を検討してくださいということをお願いしておりました。

この内容、今後の検討の方向性に関して、時間がないので後で結構ですので、また引き続

き教えていただければと思います。 

 それから、実施計画の19番のV-high帯域は、御苦労されていることはずっと伺ってきて

いて承知しております。ただ一方で、前回、電波の割り当てのときにも議論を申し上げた

ような、経済的な価値を含めた、より適切な、有効な利用を促進するための方策について



 

32 

 

もあわせて御検討いただければと思っております。V-high帯域、それから、放大跡地も含

めてでございますが、ぜひそこは引き続き御検討いただいて、さらに議論ができればと思

います。 

 事務局から確認する点はございますか。よろしいですか。 

 幾つか残っている点がございますが、また引き続き議論させていただければと思います。

どうも大変ありがとうございました。 

 


